
一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
　
　
　
　
　
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ�

（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

発
行
日

県
報
番
号

○
規
　
　
　
　
　
　
　
則

四
〇

大
分
県
林
地
開
発
許
可
制
度
実
施
規
則
の
一
部
改
正

一
一

四
二
五

四
一

大
分
県
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
大
分
県
立
竹
工
芸
訓
練
セ

ン
タ
ー
機
械
器
具
貸
付
規
則
の
一
部
改
正

一
一

号
外
（
八
二
）

○
人

事

委

規

則

二
八

職
員
の
地
域
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

二
五

四
二
九

○
告
　
　
　
　
　
　
　
示

二
九
五

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

四

四
二
三

二
九
六

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
変
更

〃

〃
　

二
九
七

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止

〃

〃
　

二
九
八

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止

〃

〃
　

二
九
九

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
施
術
者
（
開
設
者
で
あ
る
施
術
者
）
の
指

定

〃

〃
　

三
〇
〇

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
施
術
者
の
廃
止

〃

〃
　

三
〇
一

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定

〃

〃
　

三
〇
二

令
和
五
年
度
労
働
福
祉
等
実
態
調
査
の
実
施

〃

〃
　

三
〇
三

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定
及
び
縦
覧

〃

〃
　

三
〇
四

令
和
五
月

七
　
　
　
　
月

大
分
県
報
目
録

（
第
四
二
三
号
か
ら
第
四
三
〇
号
ま
で
）

～
　

指
定
予
定
保
安
林
（
五
件
）

〃

〃
　

三
〇
八

三
〇
九

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林

〃

〃
　

三
一
〇

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定

七

四
二
四

三
一
一

指
定
希
少
野
生
動
植
物
の
指
定
案

〃

〃
　

三
一
二

指
定
希
少
野
生
動
植
物
の
指
定
の
解
除
案

〃

〃
　

三
一
三

～
　

指
定
予
定
保
安
林
（
五
件
）

〃

〃
　

三
一
七

三
一
八

解
除
予
定
保
安
林

〃

〃
　

三
一
九

　
　
〃

〃

〃
　

三
二
〇

大
分
県
林
地
開
発
許
可
審
査
要
領
の
制
定

一
一

四
二
五

三
二
一

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
共
済
加
入
区
の
設
定
に
関
す
る
告
示
の

一
部
改
正

〃

〃
　

三
二
二

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃
　

三
二
三

解
除
予
定
保
安
林�

一
三

号
外
（
八
三
）

三
二
四

指
定
予
定
保
安
林

一
四

四
二
六

三
二
五

中
津
都
市
計
画
道
路
の
変
更
案
の
縦
覧

〃

〃
　

三
二
六

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可

一
八

四
二
七

三
二
七

道
路
区
域
の
変
更

〃

〃
　

三
二
八

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃
　

三
二
九

　
　
〃

〃

〃
　

三
三
〇

県
立
学
校
照
明
設
備
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託

〃

〃
　

三
三
一

解
除
予
定
保
安
林

二
一

四
二
八

令
和
五
年

大
分
県
報
目
録
（
七
月
）



二二

三
三
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

二
五

四
二
九

三
三
三

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止�

〃

〃
　

三
三
四

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止

〃

〃
　

三
三
五

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
施
術
者
の
廃
止

〃

〃
　

三
三
六

大
分
県
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴

収
事
務
の
委
託

〃

〃
　

三
三
七

道
路
区
域
の
変
更

〃

〃
　

三
三
八

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃
　

三
三
九

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧

二
八

四
三
〇

三
四
〇

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定
及
び
縦
覧

〃

〃
　

三
四
一

解
除
予
定
保
安
林

〃

〃
　

○
選

管

委

告

示

六
八

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一

の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、

そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を

超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を

合
算
し
て
得
た
数
）

七

号
外
（
八
一
）

○
公
　
　
　
　
　
　
　
告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
（
二
件
）

四

四
二
三

土
地
改
良
区
連
合
の
役
員
の
就
退
任

〃

〃
　

落
札
者
等
の
公
示

〃

〃
　

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
（
二
件
）

七

四
二
四

一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
二
件
）

〃

〃
　

林
業
種
苗
法
に
よ
る
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催

一
四

四
二
六

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
認
可

〃

〃
　

落
札
者
等
の
公
示
（
三
件
）

〃

〃
　

令
和
五
年
度
登
録
販
売
者
試
験
の
実
施

一
八

四
二
七

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
（
二
件
）

〃

〃
　

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
（
二
件
）

〃

〃
　

落
札
者
等
の
公
示
（
二
件
）

〃

〃
　

契
約
者
等
の
公
示�

二
一

四
二
八

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任�

二
五

四
二
九

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
（
二
件
）

〃

〃
　

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
（
二
件
）

〃

〃
　

一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
二
件
）

〃

〃
　

落
札
者
等
の
公
示

〃

〃
　

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任

二
八

四
三
〇

○
監

査

公

表

七
〇
七

監
査
結
果
に
関
す
る
措
置
状
況
の
公
表
（
財
政
的
援
助
団
体
等
監

査
）

一
四

四
二
六

○
雑
　
　
　
　
　
　
　
報

大
分
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
の
要
旨

二
五

四
二
九

令
和
五
年

大
分
県
報
目
録
（
七
月
）


